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町村合併に伴う広域連合の事務のあり方（素案） 
１ 移管の基本的考え方 
・ 広域連合の事務で合併に伴い、基礎的自治体単独で処理したほうがより効率的に 
できると思われるものについては新町発足時に移管する。（下記 A欄）・・資料１ 
・ 施設等については、広域連合または単独町の実施の適合性を検証する必要がある 
と思われるので、基本的に合併後２年を目途に決定する。（下記 B欄） 
・ 広域連合の事務で、固有事務、複数町で調整、均衡、財源活用（ふるさと市町村

基金等）を要するものについては継続し、必要に応じて見直し・改善を図ること

とする。                     （下記 C欄） 
・ 広域連合への権限移譲事務については継続する。   （下記 D欄） 

 

基本的考え方該当項目 
共     有     事     務 

A B C D 

ふるさと市町村圏計画の策定及び行う事務   ○  

広域的な課題の調査研究に関する事務   ○  

景観基本構想の推進に関する事務 ○    

公共サインの設置及び管理に関する事務   ○  

公平委員会に関する事務   ○  

情報公開及び個人情報保護審査会の設置及び運営に関する事務   ○  

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務  ○   

介護保険に関する事務   ○  

休日及び夜間の一次救急医療に関する事務   ○  

葬祭センターの設置及び管理運営に関する事務  ○   

ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務  ○   

循環型地域づくりの推進に関する事務   ○  

し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務  ○   

公共下水道汚泥集約処理施設の設置及び管理運営に関する事務  ○   

広域観光振興計画の策定及び推進に関する事務 ○    

広域的な幹線道路網の整備の促進及び連絡調整に関する事務   ○  

消防に関する事務  ○   

奨学資金の貸付に関する事務 ○    

木曽文化公園の設置及び管理運営に関する事務  ○   

埋蔵文化財の委託調査に関する事務 ○    

地域情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの設置及び管理に関する事務（CATV含む）   ○  

森林整備協定の推進に関する事務   ○  

スポーツ振興基金に関する事務   ○  

長野県知事から委託を受けた次に掲げる事務    ○ 

火薬類、液化石油ｶﾞｽ等の許可等に関する事務    ○ 



正副連合長会資料 2004/05/11                                         資料 １ 
 

          合併に伴い新町に移管可能な広域事務         木曽広域連合  

 

共 有 事 務 名 移  管  理  由 移 管 に 際 し て の 課 題 備         考 
景観基本構想の推進に

関する事務 
 平成 6年より平成 12年までの間
に、木曽の景観実態および指針を

調査研究した。最終的に｢木曽の景

観形成指針｣としてガイドブック

｢木曽らしい風景を作る｣を発行、

これを指針とし各町村の景観形成

を確立いただくこととなる。 
 各町村の条例等も同様である。 

・ 景観条例等の町村間調整が必要である。 
   ＊木曽をひとつの地域と捕らえた場合。 
・ 県条例等の整合も必要である。 
＊ 屋外広告物条例は県の制定である。 
・ 広域的条例が必要かどうか基礎的町村の判

断となる。 
 

 

木曽観光連盟（外郭団

体）に関する事務 
 新町において、それぞれ新しい

観光協会、とりわけ民間を主体と

する協会ができ、宣伝事業の展開、

観光客の誘致を図る体制が整備さ

れるのであれば、組織的に二重構

造となる。 

・ 平成１７年度発足に際して、準備不足による 
混乱が予想される。 
・ 情報発信系の整備、移管が必要（木曽ネット 
等） 
・ 広域地図パンフの作成を行うのであれば、エ 
リアの決定と制作を開始する必要がある。（サイ

ン計画、Ｗｅｂとも連動） 

木曽観光連盟にお

いて検討委員会を

立ち上げ中 

奨学金貸付事務  新町においても同様の貸付事業

が計画されており、重複して継続

する理由がない。 
 また、広域連合離脱村について

は、精算事務の必要がある。 

・ 移行時の町村側窓口、とりわけ引継ぎ担当者 
 を含めた組織体制の早急な確立。 
（平成１７年度事業へ速やかに対応するためには 
 今秋から引継ぎを開始する必要がある。） 

・精算事務 
 楢川村（塩尻市） 
  山口村（中津川市） 
・移行事務 
 木曽町、木曽南部 

埋蔵文化財の委託調査  埋蔵文化財調査事業は、本来、
町村教育委員会の分掌事務として 
調査から普及・公開、保護・活用

に至るまで一元的に行われること

が望ましい。また、合併により町

村規模が一定以上大きくなった場

合、従来の広域方式を探るメリッ

トが希薄となる。 

・ 移行時の町村側窓口、とりわけ引継ぎ担当者 
 を含めた組織体制の早急な確立。 
（平成１７年度事業へ速やかに対応するためには 
 今秋から引継ぎを開始する必要がある。） 
・ 整理作業所・収蔵施設など主たる事務所の確

保 
・ 中・長期的な展望を考慮しての検討の必要性 
・ 民間発掘機関の活用と管理体制の確立、専門

職員の確保（移管） 
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市町村合併

 
趣旨 現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併に伴い 11町村で行っている共同事務

（広域連合事務）について、実施主体等をど

こにすることが、より良い行政サービスの提

供になるのか検証・検討する必要がある。 

受け皿の

務は、現在

成中である

見直しする

1 広域連合 

  地方自治法第291条の2～291条

られた地方公共団体の組合。 

共同事務を計画的に処理するために

基本 見直しパターン 

2 複合的一部事務組合 

  地方自治法第286条～291条に定

公共団体の組合。 

共同事務を共同処理するためだけに

3 事務の委託 

  地方自治法第 252 条の 14～252

められた普通地方公共団体の相互間

4普通地方公共団体（木曽町、木曽南部

5 上記の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

木曽地域の将 

来はどうある 

べきか。 

またどのよう 

な形態にすれ

ば住民福祉の 

向上につなが 

るのか。 

 

 

 

 
特記事項：広域消防事務の共同化。道州制の導入。広域連合職員の

 

に伴う広域連合事務のあり方について 

調整案 
連合事務の検証、検討、移管等

は、合併後2年を目途に見直しを

図る。 

一つとなるべき新町の組織・業

各合併協議会において協議、形

。従って合併時期と併せ、調整・

には複雑かつ急務である。 

の13に定め

組織される。 

1 広域連合 

  個々の町村では対応が難しく専門化、高度化した事

務・事業への対応が可能。ただし、中心町村がある

場合はメリットが低下する恐れがある。 

特徴 

められた地方

組織される。 

条の 16 に定

の協力体制。 

2 複合的一部事務組合 

  制度的には広域連合とほぼ同一。広域計画等の作成

が要件でなく、仮に作成したとしても実効性が担保

されていない。新たな設置には知事の許可が必要。

3 事務の委託 

  画一的事務、特殊事務の処理に有効。委託をすると

受託団体で全責任を負う。自町村にない住民サービ

スを提供したい時に有効。 

） 4 普通地方公共団体（木曽町、木曽南部） 

  基礎的自治体として町村独自の取組みが可能。ただ

し画一的事務、特殊事務は隣接自治体と共同した方

が合理的。 

5 上記の組合せ 

  大規模自治体以外であれば、メリットを組合わせる

事で、最小の経費で最大の効果を期待できる。 

身分保証。  等 
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町村合併に係る連合事務調整への町村代表者の参加について 

 

1 趣旨 今まで、楢川村、山口村との事務調整を広域連合が窓口で行ってき 

 たが、事務局単独で決定できる調整は終了し、今後は関係町村と 

 の詳細な事務調整が必要なため。 

 

2 検討項目、期限、組織 

調整・検討項目 期限 組織 

1) 財産清算 9町村（楢川村、山口

村を除く） 

2) 費用負担 

17年度以降の塩尻市、中津川市、松

本広域連合、組織町村の費用負担額

検討 

11町村、塩尻市、中

津川市（松本広域連

合は提示のみ） 

3) 連合からの移管可能事務 

新町設立時に移管可能な事務の検討 

16年9月30日まで

に内部調整、交渉も

含め確定 

（17年度当初予算編

成の関係上） 

4) 広域連合の今後のあり方 合併後2年を目途 

9町村（楢川村、山口

村を除く） 

 

3 メンバー 各町村助役の代表者 2 名 

 木曽福島町助役 樋口 清（木曽町合併協議会幹事長） 

 南木曽町助役 北原泰雄（木曽南部任意合併協議会幹事長） 

 

4 位置付  
幹事会 助役代表者 2名正副連合長会 

 

 

5 その他 ・ 財産清算、費用負担ともに相手方があり、当初には広域連合の考 

 え方を提示した上での調整が必要になる。 

 ・ 特に費用負担において分担額、分担割合にまで検討を加えた場合 

 にはかなりの時間がかかるため、敏速かつ早急な取り組みが必要 

 になる。 

 


